
 

 

 

会社法第782条第１項及び第794条第１項に基づき備置する 

事前開示書面 

 

１．吸収分割契約書 

２．会社法第758条第４号に掲げる交付対価の相当性に関する事項 

３．会社法第758条第８号に掲げる剰余金の配当に関する事項 

４．会社法第758条第５号及び第６号に定める新株予約権に関する事項 

５．会社法施行規則第183条第４号及び第192条第４号に定める吸収分割承継会社及び吸

収分割会社に関する事項 

６．会社法施行規則第183条第５号及び第192条第６号に定める吸収分割会社及び吸収分

割承継会社に関する事項 

７．会社法施行規則第183条第６号及び第192条第７号に定める吸収分割が効力を生ずる

日以後における当該吸収分割会社及び当該吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに

関する事項 

 

 

2023年７月31日 

株式会社ＳＨＩＦＴグロース・キャピタル 

Ｗ＆Ｃ株式会社 

  



 

 

１．吸収分割契約書 

吸収分割契約書の内容は別紙１のとおりです。 

 

２．会社法第758条第４号に掲げる交付対価の相当性に関する事項 

本件吸収分割に際して、吸収分割承継会社であるW&C株式会社（以下「吸収分割承継

会社」といいます。）から吸収分割会社である株式会社ＳＨＩＦＴグロース・キャピタ

ル（以下「吸収分割会社」といいます。）に交付する対価は、吸収分割契約書「第４条 

本件吸収分割の対価」のとおりです。 

本件吸収分割に際して交付する対価については、吸収分割承継会社は、吸収分割会社

の完全子会社であるため、当該取扱いは相当と判断しております。 

 

３．会社法第758条第８号に掲げる剰余金の配当に関する事項 

該当事項はございません。 

 

４．会社法第758条第５号及び第６号に定める新株予約権に関する事項 

本件吸収分割に際して、吸収分割承継会社は、吸収分割会社の新株予約権の新株予約

権者に対し、当該新株予約権に代わる吸収分割承継会社の新株予約権を交付しないため、

該当事項はございません。 

 

５．会社法施行規則第183条第４号及び第192条第４号に定める吸収分割承継会社及び

吸収分割会社に関する事項 

吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表は別紙２のとおりです。 

また、吸収分割承継会社の成立の日後に発生した、重要な財産の処分、重大な債務の



 

 

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象については、該当事項はござい

ません。 

吸収分割会社の最終事業年度の貸借対照表は別紙３のとおりです。 

また、吸収分割会社の最終事業年度の末日後に発生した、重要な財産の処分、重大な

債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象については、該当事項は

ございません。 

 

６．会社法施行規則第183条第５号及び第192条第６号に定める吸収分割会社及び吸収分

割承継会社に関する事項 

吸収分割会社の最終事業年度の末日後に発生した、重要な財産の処分、重大な債務の負担そ

の他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象は以下のとおりです。 

 

（1） 増資 

吸収分割会社は、M&Aによる株式取得代金を主な目的として、親会社である株式会

社ＳＨＩＦＴから2022年10月14日に15百万円、2023年３月24日に10百万円、2023年

６月１日に2,092百万円、2023年６月30日に547百万円の増資を受けております。 

 

（2） 株式会社クレイトソリューションズの株式の取得 

吸収分割会社は、2023年５月８日付で、ミナトホールディングス株式会社との間で

株式譲渡契約を締結し、2023年６月１日を取引実行日として、ミナトホールディン

グス株式会社から株式会社クレイトソリューションズの普通株式464,452株を取

得しております。 

 



 

 

吸収分割承継会社の成立の日後に発生した、重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の

会社財産の状況に重要な影響を与える事象は以下のとおりです。 

 

増資 

吸収分割承継会社は、親会社である株式会社ＳＨＩＦＴグロース・キャピタルより

2023年６月１日に120百万円の増資を受けております。 

 

７．会社法施行規則第183条第６号及び第192条第７号に定める吸収分割が効力を生ずる

日以後における当該当該吸収分割会社及び吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに

関する事項 

吸収分割会社及び吸収分割承継会社は、いずれも本吸収分割の効力発生日における資

産の額は負債の額を上回っていることが見込まれます。また、本件吸収分割の効力発生

日までに、吸収分割承継会社の資産および負債の状態に重大な変動を生じる事態は現在

のところ予測されていません。以上より、本件吸収分割後における吸収分割承継会社の

資産の額は負債の額を十分に上回る見込みです。以上の点、吸収分割承継会社の収益状

況、キャッシュ・フローの状況等にかんがみて、吸収分割承継会社の負担する債務につ

いては、本件吸収分割の効力発生日以降も履行の見込みがあるものと判断します。 

以 上 

  



 

 

 

会社法第782条第１項及び第794条第１項の定めに基づき、両社本店に備え置くべきもの

は以上です。 

 

2023年７月31日 

 

東京都港区麻布台二丁目４番５号 メソニック39MTビル 

株式会社ＳＨＩＦＴグロース・キャピタル 

代表取締役 服部 太一 

 

東京都港区麻布台二丁目４番５号 メソニック39MTビル 

Ｗ＆Ｃ株式会社 

代表取締役 棚田 純大 

 



 

 

別紙１（吸収分割契約書） 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

別紙２（吸収分割承継会社の成立の日の貸借対照表） 

（単位：百万円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（資産の部）  （純資産の部）  

流動資産 10 株主資本 10 

現金及び預金 10 資本金 10 

  純 資 産 合 計 10 

資 産 合 計 10 負債・純資産合計 10 

 

  



 

 

別紙３（吸収分割会社の最終事業年度の貸借対照表） 

 

 


